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（１）障害者しごと相談・支援               [ 身・知・精 ] 

働く意欲がありながら働く場所が得られない方のために、専門の就業支援担当者等に

よる就労に向けての様々な支援や就労先についての情報提供、就職後の職場適応のため

の相談や助言が受けられます。 

１ 障害者就業・生活支援センター「ゆい」 （恵泉会；地域生活支援センター内）  

「働きたい」「働き続けたい」と思っている障がいのある方への支援や障が

いのある方を「雇用したい」と考えている事業所の皆様への雇用支援を行っ

ています。 

0220-21-1011 登米市迫町佐沼字中江 1-10-4 

［巡回相談］ 東部保健福祉事務所登米地域事務所などを会場に月１回巡回相談を

行なっております。予約制となっておりますので、障害者就業・生活

支援センター「ゆい」または福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお

申し込みください。その他随時の相談も直接受け付けます。 

２ ハローワーク迫（公共職業安定所）  

0220-22-8609 登米市迫町佐沼字内町 42-10 

障がいのある方の求職の相談に応じる専門の窓口があります。 

３ 宮城障害者職業センター  

022-257-5601 仙台市宮城野区幸町 4-6-1 

ハローワークが行う職業指導、紹介業務や事業主指導業務と密接に連携し、

就職のための相談から就労後の助言等の一連の業務を行っています。 

 

 

（２）職親制度                     [ 身・知・精 ] 

かなりの作業能力を有しながら雇用が困難な知的障がい者や、作業能力が病気のため

に低下した精神障がい者に、生活指導及び技能習得訓練、環境適応訓練等を行うこと

により雇用へ結びつけ、自立更生および社会復帰の促進を図ることを目的とします。 

      １ 知的障害者職親委託制度  

療育手帳をお持ちの方の就労支援として、職場への定着性を高めるために、

原則として 1年間（3年を限度として延長が可能）、市へ登録している職親の

もとで、生活指導や技能習得訓練が受けられます。 

◇詳しくは福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わせください。 

２ 精神障害者職親制度  

通院中で病状が安定した精神障がい者が対象で、原則として 1 年間（2 年を

限度として延長が可能）、一般の事業所（協力事業所）に通い、病気のため

に低下した作業能力、対人関係能力、環境に適応する能力などを取り戻すた

めに作業を通して訓練し、病気の再発を防ぐとともに社会復帰を図ります。 

◇詳しくは宮城県東部保健福祉事務所登米地域事務所母子・障害班

（0220-22-6118）までお問い合わせください。 

１０．就労
しゅうろう

支援
し え ん
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（３）宮城障害者職業能力開発校             [ 身・知・精 ] 

身体または知的に障がいのある方に対し、その能力に適応する職種について必要な基

礎技能を習得させ、就業による自立を図るとともに、社会の発展に寄与する技能者を

養成する事を目的としています。 

１ 応募の資格   ＊身体・知的に障がいのある方で、障がいの症状が固定してお

り訓練に支障のない方 

＊職業訓練を通じて職業的自立につながる可能性があると 

認められる方 

     ２ 応募の手続き  

事前にハローワークでの職業相談が必要です。入校願書の用紙はハローワー 

ク・保健福祉事務所にあります。なお、募集期間が年度ごとに限定されてい

ますので、ハローワークまでご確認ください。 

      ３ 科目  

①身体障がい者対象の科 

『普通課程』…OAビジネス科，デジタルデザイン科，情報システム科 

『短期課程』…パソコン実務科，パソコン基礎科（重度視覚障がい者） 

       ②知的障がい者対象の科 

『総合実務科』…手工芸コース，物流ワークコース，販売管理コース 

      ４ 経費  

         入学金、授業料は無料です。但し、入校時の諸経費や寮費は実費です。 

      ５ 所在地  

         仙台市青葉区台原 5丁目 15-1（022-233-3124） 

 

（４）障害者地域活動支援センター              [ 身・知・精 ] 

何らかのハンデキャップを持つ方々が、生活訓練及び作業活動を通して、一人一人が将来

への社会復帰及び社会参加の促進を目指し活動を行っています。 

＊迫障害者地域活動支援センター『ひまわりハウス』……………（0220-22-0222） 

＊登米障害者地域活動支援センター『どんぐりの家』……………（0220-52-2416） 

＊中田障害者地域活動支援センター『ばっけの家』………………（0220-34-4987） 

＊米山障害者地域活動支援センター『ふれあいセンター』………（0220-55-4109） 

＊石越障害者地域活動支援センター『さくらハウス』……………（0228-34-2808） 

           ＊南方障害者地域活動支援センター『つくし共同作業所』………（0220-58-2944） 

◇詳しくは各障害者地域活動支援センターまたは福祉事務所生活福祉課障害福祉係までお問い合わ

せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

 

 

 

 

     

.


